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明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

五
二
　
　
（
二
一
四
六
）

明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件
（
六
）

手

塚

豊

唱二

は
し
が
き

各
不
敬
罪
事
件

○
森
田
馬
太
郎
事
件
　
○
坂
崎
斌
事
件
　
○
大
庭
成
章
事
件
・
－
以
上
第
四
四
巻

　
七
号

○
下
山
田
正
道
事
件
　
○
横
田
永
次
事
件
　
○
前
島
専
平
事
件
－
・
以
上
第
四
四

　
巻
八
号

○
後
藤
秀
一
事
件
　
○
河
上
伯
義
事
件
　
○
伊
藤
金
次
郎
事
件
　
○
大
槻
貞
二
事

　
件
…
…
以
上
第
四
四
巻
九
号

○
門
田
平
三
事
件
…
…
以
上
前
々
号

○
山
田
島
吉
事
件
…
：
以
上
前
号

○
田
中
才
次
郎
事
件
　
○
門
野
又
蔵
事
件
－
　
以
上
本
号

　
　
O
　
田
中
才
次
郎
事
件

　
明
治
十
五
年
十
二
月
十
二
日
夜
、
大
分
県
直
入
郡
竹
田
町
に
お
い
て
、
熊
本

県
人
田
中
才
次
郎
が
学
術
演
説
会
を
開
き
、
「
窮
鼠
却
つ
て
猫
を
か
む
」
と
い

う
題
で
演
説
を
行
い
、
そ
の
内
容
が
不
敬
罪
に
問
わ
れ
、
且
つ
学
術
会
の
名
目

で
政
談
演
説
を
行
つ
た
点
が
、
集
会
条
例
違
反
に
も
問
わ
れ
た
事
件
で
あ
る
。

　
こ
の
模
様
は
、
翌
十
六
年
一
月
二
十
日
、
東
京
目
日
新
聞
が
、
次
の
よ
う
に

報
じ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
　
熊
本
県
野
々
島
村
の
田
中
大
次
郎
（
二
＋
一
）
は
、
去
る
十
二
月
廿
一
日
、

　
二
三
の
同
志
と
語
ら
ひ
、
豊
後
の
竹
田
町
に
て
学
術
演
説
会
を
開
き
、
「
窮

　
鼠
却
つ
て
猫
を
か
む
」
と
云
ふ
演
題
に
て
、
我
国
に
は
猫
政
府
あ
り
て
人
民

　
と
云
ふ
鼠
あ
り
。
然
る
に
近
年
に
至
り
猫
政
府
は
、
人
民
た
る
鼠
を
圧
制
す

　
る
や
極
ま
れ
り
、
そ
れ
強
の
弱
を
制
す
る
は
通
常
の
事
な
れ
ど
、
強
を
討
ち

　
弱
を
助
く
る
は
天
の
道
な
れ
ば
、
我
輩
の
鼠
は
一
日
も
早
く
猫
政
府
を
噛
み

　
云
々
と
演
ず
る
時
、
忽
ち
臨
監
の
警
官
は
中
止
解
散
を
命
ぜ
し
を
、
田
中
は

　
拒
み
し
に
ぞ
、
其
儘
拘
引
せ
ら
れ
し
が
、
終
に
同
人
は
竹
田
治
安
裁
判
所
に

　
於
て
、
重
禁
鋼
一
年
罰
金
三
十
円
監
視
一
年
を
宣
告
せ
ら
れ
、
尚
ほ
解
散
の

　
命
を
拒
み
た
る
を
以
て
十
円
の
罰
金
を
申
渡
さ
れ
た
り
。

　
こ
れ
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
記
事
が
、
同
月
二
十
九
日
、
郵
便
報
知
新
聞
に
も
載

つ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
は
、
い
ず
れ
も
田
中
が
何
罪
で
処
罰
さ
れ
た
か
を



明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
小
野
秀
雄
編
「
明
治
話
題
辞
典
」
に
は
、
「
猫
政
府

と
い
っ
て
重
禁
鋼
」
と
題
し
、
前
掲
東
京
日
日
の
記
事
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
、

そ
の
「
解
説
」
で
「
自
由
民
権
の
喧
し
い
時
代
で
、
政
府
は
極
度
に
こ
れ
を
弾

圧
し
、
演
説
会
に
は
警
官
を
立
ち
会
わ
せ
、
少
し
で
も
反
政
府
的
言
辞
を
弄
し

た
と
き
は
、
直
ち
に
中
止
解
散
を
命
じ
た
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
の
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

件
が
不
敬
罪
と
集
会
条
例
違
反
で
あ
つ
た
こ
と
は
、
全
く
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
．

な
お
、
前
掲
新
聞
記
事
で
は
、
そ
の
氏
名
が
　
「
田
中
大
次
郎
」
、
演
説
会
の
日

が
「
十
二
月
二
十
一
日
」
と
な
つ
て
い
る
が
、
後
掲
判
決
書
草
稿
で
は
、
そ
れ

ぞ
れ
「
田
中
才
次
郎
」
と
「
十
二
月
十
二
目
」
で
あ
る
。
新
聞
記
事
の
誤
り
で

あ
ろ
う
。

　
田
中
の
演
題
「
窮
鼠
却
つ
て
猫
を
か
む
」
の
格
言
は
、
自
由
民
権
運
動
に
対

す
る
政
府
の
つ
よ
い
弾
圧
と
、
そ
れ
に
反
擾
す
る
民
間
有
志
の
動
向
を
風
刺
す

る
に
、
皇
に
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
で
あ
つ
た
。
そ
れ
が
た
め
か
、
そ
の
頃
の
演
説

の
演
題
あ
る
い
は
論
説
の
題
目
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え

ば
、
明
治
十
三
年
七
月
八
日
、
石
川
県
金
沢
に
お
け
る
精
義
社
の
演
説
会
で
の

　
　
　
　
　
（
2
）

島
津
次
郎
の
演
題
、
十
五
年
十
一
月
二
十
九
日
・
岐
阜
日
日
新
聞
所
載
の
鳳
淵

芳
男
の
投
書
の
題
名
、
十
七
年
三
月
六
日
、
名
古
屋
門
前
町
に
お
け
る
演
説
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

で
の
熊
本
県
士
族
神
足
隼
彦
の
演
題
な
ど
、
す
べ
て
「
窮
鼠
却
つ
て
猫
を
咬

む
」
で
あ
る
．
田
中
も
そ
う
し
た
流
行
の
語
を
演
題
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
．

　
前
掲
新
聞
記
事
で
は
、
演
説
内
容
の
説
明
が
十
分
で
な
い
た
め
、
猫
政
府
云

々
の
点
が
、
な
ぜ
処
罰
さ
れ
た
か
わ
か
ら
な
い
が
、
後
掲
判
決
書
草
稿
に
よ
る

と
、
次
の
よ
う
な
個
所
が
、
不
敬
の
所
為
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
猫
ガ
鼠
ヲ
圧
制
セ
ハ
窮
鼠
反
テ
猫
ヲ
噛
朴
ス
ノ
手
段
ヲ
為
サ
N
ル
ヲ
得
ス

　
　
　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

　
…
－
日
二
月
二
猫
ノ
朝
廷
鼠
ノ
人
民
ヲ
圧
制
ス
ル
甚
シ
我
輩
実
二
之
レ
ヲ
見

　
ル
ニ
忍
ヒ
ズ
依
テ
一
日
モ
早
ク
其
猫
ノ
政
府
ヲ
奔
シ
朝
廷
ヲ
殺
シ
自
由
ノ
国

　
二
遊
ハ
ン
ト
ス
云
々

　
田
中
は
「
此
只
是
夢
シ
事
ナ
ル
ト
ノ
由
ヲ
述
ヘ
タ
ル
時
生
憎
中
止
解
散
ヲ
命

セ
ラ
レ
タ
ル
故
其
局
ヲ
結
ハ
ス
」
と
弁
解
し
た
。
す
な
わ
ち
、
猫
と
鼠
の
夢
を

み
て
そ
の
話
を
し
た
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
夢
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
よ
う
と
し
た
と

ぎ
、
中
止
の
命
を
う
け
た
の
で
、
そ
の
こ
と
の
説
明
が
で
き
な
か
つ
た
と
い
う

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
裁
判
所
は
、
そ
の
弁
解
を
う
け
入
れ
な
か
つ
た
の
で

あ
る
（
離
離
書
）
．

　
ま
た
、
前
掲
新
聞
記
事
は
、
田
中
が
「
十
円
の
罰
金
」
を
併
科
さ
れ
た
の
は
、

監
臨
警
察
官
の
中
止
解
散
命
令
を
拒
ん
だ
た
め
と
伝
え
て
い
る
が
、
実
際
は
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

う
で
は
な
く
、
前
に
も
一
言
し
た
ご
と
く
、
学
術
会
と
し
て
開
い
た
会
合
で
、

政
談
演
説
を
行
っ
た
こ
と
が
、
集
会
条
例
第
一
六
条
二
項
お
よ
び
第
一
〇
条
違

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

反
に
問
わ
れ
て
罰
金
に
処
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
（
鞭
翻
釧
鰍
書
）
。

　
竹
田
治
安
裁
判
所
で
開
か
れ
た
大
分
軽
罪
裁
判
所
の
判
決
言
渡
は
、
前
掲
新

聞
記
事
に
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
明
治
十
五
年
十
二
月
二
十
目
で
あ
つ
た
．

裁
判
長
は
判
事
補
元
岡
疑
、
立
会
検
察
官
は
和
田
義
慣
で
あ
り
（
轍
翻
錦
融
書
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

和
田
は
大
分
県
警
部
補
で
あ
る
。
量
刑
は
、
前
掲
新
聞
記
事
の
報
ず
る
ご
と

く
、
不
敬
罪
に
つ
い
て
は
重
禁
鋼
一
年
罰
金
三
十
円
監
視
一
年
、
そ
れ
に
集
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

条
例
違
反
の
罰
金
十
円
が
併
科
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
治
安
裁
判
所
に
お

い
て
軽
罪
裁
判
所
を
開
く
臨
時
措
置
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
本
稿
、
大
庭
成
章

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

事
件
に
お
い
て
詳
述
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
く
り
か
え
さ
な
い
。

　
田
中
が
こ
の
第
一
審
判
決
に
服
罪
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
上
告
し
た
の
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
　
　
（
二
噸
四
七
）



明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

そ
の
辺
の
事
情
は
不
明
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
田
中
は
、
熊
本
県
合
志
郡
野
々
島
村
（
現
在
の
菊
池
郡
西
合
志
町
）
の
士
族
で
、

事
件
当
時
二
十
歳
で
あ
つ
た
（
鞭
鵬
錦
融
書
）
．
自
由
民
権
運
動
家
の
よ
う
に
も
思

わ
れ
る
が
．
私
は
残
念
な
が
ら
そ
の
経
歴
に
つ
き
知
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
竹
田

に
は
、
明
治
十
二
年
六
月
以
降
、
県
下
に
さ
き
が
け
て
自
由
民
権
運
動
の
政
社

　
　
　
　
　
　
　
　
（
⑳
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
11
）

で
あ
る
貫
墳
社
が
あ
り
、
そ
の
社
長
久
保
敬
徳
は
熊
本
で
医
術
を
学
ん
だ
人
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

同
社
幹
部
の
甲
斐
純
も
熊
本
県
人
で
あ
つ
た
と
い
う
。
田
中
は
、
そ
れ
ら
の
人

と
な
ん
ら
か
の
関
係
が
あ
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
竹
田
地
方
郷
土
史
家
の
御

教
示
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

　
（
1
）
小
野
秀
雄
「
新
聞
資
料
明
治
話
題
辞
典
」
・
昭
和
四
十
三
年
・
一
五
四
頁
。
な

　
　
お
、
こ
こ
に
引
用
さ
れ
て
い
る
田
中
事
件
所
載
の
東
京
日
日
新
聞
を
、
十
六
年
「
一

　
　
月
五
日
」
と
し
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
一
月
二
十
日
の
誤
り
で
あ
る
。

　
（
2
）
明
治
十
三
年
七
月
三
十
日
・
日
進
新
聞
．

　
（
3
）
明
治
十
七
年
三
月
四
日
・
東
海
新
聞
．

　
（
4
）
政
治
集
会
で
な
く
と
も
、
警
察
官
は
監
臨
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
次
の
規
定
に

　
　
よ
る
。

　
　
　
　
集
会
条
例
（
明
治
十
三
年
四
月
五
日
・
太
政
官
布
告
第
一
二
条
、
明
治
十
五
年

　
　
　
六
月
三
日
・
太
政
官
布
告
第
二
七
号
で
一
部
改
正
追
加
）

　
　
　
　
第
一
六
条
一
項
　
学
術
会
其
他
何
等
ノ
名
義
ヲ
以
テ
ス
ル
ニ
拘
ハ
ラ
ス
多
数
集

　
　
　
会
ス
ル
者
警
察
官
二
於
テ
治
安
ヲ
保
持
ス
ル
ニ
必
要
ナ
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
之
二

　
　
　
監
臨
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
（
下
略
）

　
　
　
な
お
、
当
時
の
大
分
県
令
は
、
西
村
亮
吉
（
明
治
十
二
年
ー
十
九
年
）
（
「
顕
要

　
　
職
務
補
任
録
」
上
巻
・
五
七
四
頁
）
で
あ
つ
た
が
、
演
説
会
に
対
す
る
取
締
り
は
、

　
　
格
別
ぎ
び
し
か
つ
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
状
況
は
、
明
治
十
五
年
五
月
二
十
六
日
・

　
　
時
事
新
報
が
、
次
の
ご
と
く
報
じ
て
い
る
。

五
四
　
　
（
二
一
四
八
）

　
大
分
県
に
て
は
、
政
談
演
説
の
取
締
方
至
極
厳
重
に
し
て
、
凡
そ
県
下
に
於
て
該

会
を
開
く
者
あ
る
と
ぎ
は
、
必
ず
警
部
巡
査
都
合
十
六
七
名
も
差
向
ひ
、
其
内
警
部

二
名
巡
査
二
三
名
は
演
説
壇
の
傍
に
坐
を
占
め
、
弁
士
の
演
説
を
傾
聴
筆
記
す
る
は

勿
論
、
二
名
の
巡
査
は
入
口
に
立
て
、
入
来
る
聴
衆
の
住
所
姓
名
年
齢
を
詳
に
筆
記

し
、
又
、
奥
の
方
に
は
別
に
三
名
許
の
巡
査
巡
回
し
、
聴
衆
に
就
て
一
々
既
に
其
姓

名
住
所
を
記
し
た
る
や
否
を
問
糺
し
、
然
る
後
に
非
さ
れ
ば
着
席
を
許
さ
れ
ず
、

又
、
両
三
名
の
巡
査
遊
繋
隊
と
で
も
云
ふ
風
に
て
、
始
終
場
内
各
所
を
俳
徊
し
、
加

之
三
四
名
の
警
官
が
弁
士
溜
所
の
傍
に
来
り
、
椅
子
に
腰
打
掛
け
、
始
終
弁
士
の
談

話
に
気
を
配
り
、
恰
も
監
視
す
る
の
有
様
あ
り
て
．
其
取
締
方
の
厳
密
周
到
な
る

は
、
実
に
感
し
入
り
た
る
も
の
な
り
と
云
ふ
。

　
政
談
以
外
の
演
説
会
に
対
し
て
も
、
こ
れ
に
準
じ
た
監
視
、
取
締
り
を
行
つ
て
い

　
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
5
）
集
会
条
例
第
一
六
条
二
項
　
学
術
会
ニ
シ
テ
政
治
二
関
ス
ル
事
項
ヲ
講
談
論
議

　
　
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ト
キ
ハ
第
十
条
二
依
テ
処
分
ス

　
　
第
一
〇
条
第
一
条
ノ
認
可
ヲ
受
ケ
ス
シ
テ
（
政
治
上
の
集
会
は
す
べ
て
警
察

　
署
の
認
可
事
項
で
あ
る
1
手
塚
註
）
集
会
ヲ
催
ス
モ
ノ
会
主
ハ
ニ
円
以
上
二
拾

　
　
円
以
下
ノ
罰
金
若
ク
ハ
十
一
日
以
上
三
月
以
下
ノ
禁
獄
二
処
シ
其
会
席
ヲ
貸
シ
タ

　
　
ル
者
並
会
長
幹
事
及
ヒ
其
講
談
論
議
者
ハ
各
二
円
以
上
二
拾
円
以
下
ノ
罰
金
二
処

　
　
シ
云
々

　
　
こ
の
条
の
「
禁
獄
」
は
、
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
後
．
「
軽
禁
鋼
」
に
換
刑
さ
れ

　
て
い
る
（
明
治
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日
・
太
政
官
布
告
第
七
二
号
・
第
二
条
）

　
　
田
中
に
場
所
を
提
供
し
た
水
野
吉
兵
衛
（
後
掲
判
決
書
原
稿
参
照
）
が
、
こ
の
第

　
一
〇
条
に
よ
り
「
会
席
ヲ
貸
シ
タ
ル
者
」
と
し
て
処
罰
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
、
明
ら

　
か
で
な
い
。

（
6
）
　
明
治
十
五
年
八
月
「
官
員
録
」
・
二
九
七
枚
表
。
明
治
十
六
年
六
月
「
官
員
録
」

　
　
・
三
〇
二
枚
表
．

（
7
）
　
明
治
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日
・
太
政
官
布
告
第
七
二
号
に
よ
り
、
不
敬
罪
と



　
集
会
条
例
違
反
の
罪
と
は
、
刑
法
第
一
〇
〇
条
の
数
罪
倶
発
の
例
に
よ
ら
ず
．
各
々

　
の
量
刑
が
併
科
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
本
稿
・
下
山
田
正
道
事
件
の
註
1
4
・
本
誌
第
四

　
四
巻
八
号
・
七
七
頁
参
照
）
．

（
8
）
　
本
稿
・
大
庭
成
章
事
件
・
本
誌
第
四
四
巻
七
号
八
七
頁
以
下
参
照
．

（
9
）
　
現
在
、
西
合
志
町
々
役
場
に
は
、
明
治
三
十
年
以
前
の
戸
籍
関
係
書
類
を
保
管

　
し
て
い
な
い
（
熊
本
県
警
察
本
部
警
察
史
編
集
係
浜
田
久
夫
氏
の
御
教
示
に
よ
る
）
．

　
田
中
の
出
生
、
逝
去
の
年
月
日
す
ら
確
認
で
ぎ
な
い
の
は
、
そ
れ
が
た
め
で
あ
る
．

（
1
0
V
長
野
潔
「
大
分
県
政
党
史
」
・
大
正
十
五
年
・
二
八
二
頁
、
「
大
分
県
の
百
年
」
・

　
昭
和
四
十
三
年
・
五
八
頁
．

（
1
1
）
　
「
直
入
郡
志
」
・
大
正
十
二
年
・
三
六
六
頁
．

（
1
2
）
中
津
の
郷
土
史
家
岩
田
英
一
郎
氏
の
御
教
示
に
よ
る
．
そ
の
学
恩
を
謝
す
。

前
註

（
1
）
　
こ
の
裁
判
言
渡
書
は
、
大
分
地
方
検
察
庁
保
管
の
判
決
書
草
稿
（
竹
田
治
安
裁

　
判
所
罫
紙
使
用
）
で
あ
る
．
傍
線
の
部
分
は
朱
筆
の
抹
消
を
示
し
、
行
間
の
文
字
は

　
朱
筆
の
訂
正
書
込
み
で
あ
る
．

（
2
）
　
同
地
検
に
は
、
現
在
、
田
中
事
件
の
判
決
正
本
は
保
管
さ
れ
て
い
な
い
。
同
地

　
検
竹
田
支
部
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。

（
3
）
　
同
地
検
に
、
判
決
正
本
が
な
く
て
、
こ
の
よ
う
な
草
稿
の
み
が
保
管
さ
れ
て
い

　
る
理
由
は
わ
か
ら
な
い
。
あ
る
い
は
竹
田
治
安
裁
判
所
が
田
中
事
件
の
判
決
に
際

　
し
、
草
稿
を
作
成
、
大
分
始
審
裁
判
所
の
指
示
を
う
け
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
と
す

　
る
と
、
訂
正
の
文
字
は
、
大
分
始
審
裁
判
所
に
よ
る
書
き
込
み
と
い
う
こ
と
に
な

　
る
。
当
時
の
大
分
始
審
裁
判
所
長
は
判
事
佐
伯
半
次
（
前
掲
司
法
沿
革
誌
・
七
六
二

　
頁
）
、
竹
田
治
安
裁
判
所
長
は
、
判
事
補
汲
田
十
寸
見
（
明
治
十
五
年
七
月
「
官
員

　
録
」
・
二
〇
一
枚
表
）
か
、
ま
た
は
判
事
補
久
米
拙
三
（
明
治
十
六
年
五
月
「
官
員

　
録
」
・
二
〇
六
枚
表
）
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
．

（
4
）
本
文
に
引
用
し
た
新
聞
記
事
の
伝
え
る
量
刑
は
（
本
誌
五
二
頁
参
照
）
、
こ
の
判

　
決
書
草
稿
の
修
正
後
の
そ
れ
と
｝
致
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
判
決

　
　
　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

　
書
草
稿
の
修
正
後
の
文
案
の
も
の
が
、
竹
田
治
安
裁
判
所
の
判
決
正
本
と
同
じ
と
み

　
て
、
ほ
ぽ
間
違
い
な
か
ろ
う
。

　
　
　
　
裁
判
言
渡
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
熊
本
県
肥
後
国
合
志
郡
野
々
島
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
士
族
　
無
職
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
中
才
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
十
年
六
ヶ
月

汝
二
対
シ
検
察
官
和
田
義
慣
ヨ
リ
公
訴
セ
シ
事
件
審
理
ヲ
遂
ル
処

検
察
官
和
田
義
慣
ハ
汝
ハ
弁
士
兼
舘
主
ト
ナ
リ
竹
田
警
察
署
二
学
術
会
ノ
届

出
ヲ
ナ
シ
明
治
十
五
年
十
二
月
十
二
日
夜
直
入
郡
竹
田
町
水
野
吉
兵
衛
方
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
朝
廷
ヲ
　
頭
二
人
民
ヲ

於
テ
窮
鼠
反
テ
猫
ヲ
噛
ム
ノ
題
ヲ
演
ス
ル
ニ
方
リ
猫
ヲ
朝
廷
二
取
リ
鼠
ヲ
人

民
二
比
シ
猫
ガ
鼠
ヲ
圧
制
セ
ハ
窮
鼠
反
テ
猫
ヲ
噛
瞥
ス
ノ
手
段
ヲ
為
サ
・
ル

ヲ
得
ズ
ト
述
へ
其
ヨ
リ
魯
国
ノ
国
主
斌
害
セ
ラ
レ
シ
事
情
ヲ
説
キ
冥
々
中
我

国
政
ヲ
汚
損
シ
復
我
国
二
立
反
リ
日
二
月
二
猫
ノ
朝
廷
鼠
ノ
人
民
ヲ
圧
制
ス

ル
甚
シ
我
輩
実
二
之
レ
ヲ
見
ル
ニ
忍
ヒ
ズ
依
テ
鼠
ノ
我
輩
一
日
モ
早
ク
其
猫

ノ
政
府
ヲ
什
シ
朝
廷
ヲ
殺
シ
自
由
ノ
国
二
遊
ハ
ン
ト
ス
云
々
演
シ
タ
ル
所
為

ア
リ
ト
ス
ル
ヲ
汝
二
於
テ
ハ
猫
ト
鼠
ノ
夢
ヲ
見
テ
大
二
所
感
ア
リ
此
其
故
演

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
怪

題
ヲ
掲
ケ
一
段
一
章
演
シ
来
リ
此
只
是
夢
見
シ
事
ナ
ル
ト
ノ
由
ヲ
述
ヘ
ン
ト

ス
ル
時
生
憎
中
止
解
散
ヲ
命
セ
ラ
レ
タ
ル
故
其
局
ヲ
結
ハ
ス
云
々
弁
護
ス
ト

イ
エ
ド
モ
検
察
官
和
田
義
慣
力
提
供
ス
ル
巡
査
勝
田
官
平
ノ
告
発
書
傍
聴
筆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル

記
等
二
拠
レ
ハ
汝
ガ
集
会
条
例
二
違
反
シ
タ
ル
事
ト
皇
室
二
対
ス
ル
罪
ア
リ

コ
ト
確
乎
明
瞭
ナ
リ
ト
ス
之
レ
ヲ
法
律
二
照
ス
ニ
刑
法
第
百
十
七
条
天
皇
三

后
皇
太
子
二
対
シ
不
敬
ノ
所
為
ア
ル
モ
ノ
ハ
三
月
以
上
五
年
以
下
ノ
重
禁
鋼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
　
　
（
二
一
四
九
）



　
　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

二
処
シ
ニ
十
円
以
上
二
百
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス
云
々
同
第
百
二
十
条
此

章
二
記
載
シ
タ
ル
罪
ヲ
犯
シ
軽
罪
ノ
刑
二
処
ス
ル
者
ハ
六
月
以
上
二
月
以
下

ノ
監
視
二
付
ス
同
第
五
条
此
刑
法
二
正
条
ナ
ク
シ
テ
他
ノ
法
律
規
則
二
刑
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

ア
ル
者
ハ
各
其
法
律
規
則
二
従
フ
云
々
明
治
十
劃
年
第
七
十
二
号
布
告
第
五

条
法
律
規
則
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ニ
ハ
刑
法
ノ
再
犯
加
重
及
ヒ
数
罪
倶
発
ノ
例
ヲ

用
ヒ
ス
集
会
条
例
第
十
六
条
二
項
学
術
会
ニ
シ
テ
政
治
二
関
ス
ル
事
項
ヲ
講

談
論
議
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ト
キ
ハ
第
十
条
二
依
テ
処
分
ス
同
第
十
条
第
一
条
ノ

認
可
ヲ
受
ケ
ス
シ
テ
集
会
ヲ
催
ス
モ
ノ
会
主
ハ
ニ
円
以
上
二
十
円
以
下
ノ
罰

金
若
ク
ハ
十
一
日
以
上
三
月
以
下
ノ
禁
獄
二
処
シ
其
会
席
ヲ
貸
シ
タ
ル
者
並

二
会
長
幹
事
及
ヒ
其
講
談
論
議
者
ハ
各
二
円
以
上
二
十
円
以
下
ノ
罰
金
二
処

シ
云
々

　
右
ノ
通
ナ
ル
ヲ
以
テ
汝
之
天
皇
二
対
ス
ル
不
敬
ノ
所
為
ハ
刑
法
第
百
十
七

条
同
第
百
二
十
条
二
依
リ
重
禁
鋼
一
年
二
処
シ
罰
金
三
十
円
ヲ
附
加
シ
一
年

ノ
監
視
二
付
シ
集
会
条
例
違
反
ノ
罪
ハ
刑
法
第
五
条
明
治
十
四
年
第
七
十
二

号
布
告
集
会
条
例
第
十
六
条
第
十
条
二
依
リ
罰
金
二
十
円
二
処
ス
ル
コ
ト
ヲ

言
渡
ス
モ
ノ
也

　
検
察
官
和
田
義
慣
立
会
ニ
テ
宣
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
於
竹
田
治
安
裁
判
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
分
軽
罪
裁
判
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
事
補
　
　
元
岡
　
　
疑

　
明
治
十
五
年
十
二
月
廿
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
書
記
　
　
阿
部
　
信
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
検
察
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
警
部
補
和
田
　
義
慣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六
　
　
（
二
一
五
〇
）

後
記
　
判
決
書
草
稿
を
本
稿
に
利
用
で
き
た
の
は
、
元
大
分
地
方
検
察
庁
検
事
正
吉
良

　
啓
三
郎
氏
、
同
地
検
検
務
第
二
課
長
釘
宮
武
生
氏
、
同
地
検
竹
田
支
部
事
務
課
長
高

　
橋
十
三
臣
氏
等
の
御
配
慮
に
よ
る
。
ま
た
、
そ
の
筆
写
に
つ
い
て
は
、
別
府
市
役
所

　
の
財
前
展
坦
氏
、
中
津
の
郷
土
史
家
岩
田
英
一
郎
氏
の
御
援
助
を
う
け
た
。
記
し
て

　
そ
の
学
恩
を
謝
す
。

○
門
野
又
蔵
事
件

　
明
治
十
五
年
十
月
か
ら
十
一
月
に
か
け
て
、
大
阪
で
発
行
の
雑
誌
「
文
明
雑

誌
」
に
連
載
さ
れ
た
論
説
「
進
路
ノ
荊
棘
」
の
内
容
が
、
不
敬
に
該
る
と
共
に

政
府
変
壊
の
論
と
み
な
さ
れ
、
そ
の
編
集
長
門
野
又
蔵
が
、
不
敬
罪
と
新
聞
紙

条
例
第
二
二
条
違
反
に
間
わ
れ
た
事
件
で
あ
る
。

　
こ
の
事
件
は
．
宮
武
外
骨
氏
の
「
明
治
筆
禍
史
資
料
」
の
中
に
「
禁
獄
五
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

罰
金
百
円
」
と
題
し
、
大
審
院
判
決
を
中
心
に
簡
単
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
ま

た
、
高
梨
光
司
氏
の
「
大
阪
の
民
権
運
動
」
中
の
筆
禍
年
表
の
明
治
十
五
年
の

項
に
「
十
二
月
一
日
　
文
明
雑
誌
発
行
禁
止
編
輯
長
門
野
又
蔵
不
敬
罪
の
廉
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

以
て
告
発
さ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

「
文
明
雑
誌
」
は
、
明
治
十
五
年
九
月
三
十
日
創
刊
第
一
号
を
出
版
、
発
行
所

は
大
阪
北
区
常
安
町
四
番
地
文
明
雑
誌
社
、
編
集
長
兼
印
刷
長
は
門
野
又
蔵
、

毎
号
二
十
数
頁
の
小
冊
子
で
あ
る
。
門
野
の
個
人
雑
誌
で
あ
つ
た
と
み
て
い
い
。

問
題
に
な
つ
た
論
説
「
進
路
ノ
荊
棘
」
は
、
第
二
号
（
十
五
年
＋
月
＋
旦
、
第

三
号
（
同
年
＋
旦
二
＋
日
）
、
第
四
号
（
同
年
＋
一
月
＋
三
日
）
に
連
載
さ
れ
た
も
の

で
、
署
名
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
門
野
の
筆
に
成
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
論

説
以
外
に
も
、
第
三
号
処
載
の
杞
憂
生
「
無
用
有
害
ノ
憲
法
」
は
「
我
国
憲
法



ヲ
定
ム
ル
ニ
君
主
一
己
ノ
意
ヲ
以
テ
シ
有
司
勝
手
ノ
旨
二
依
リ
吾
人
公
同
ノ
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

旨
二
反
ス
ル
ア
ラ
ハ
吾
人
ハ
之
ヲ
無
用
有
害
ノ
憲
法
ト
謂
ハ
ン
ノ
ミ
」
と
述

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

べ
、
ま
た
、
第
三
号
第
四
号
連
載
の
嘗
胆
臥
薪
生
「
君
主
政
治
ハ
亡
国
ノ
基
」

は
「
我
国
現
時
ノ
状
勢
ヲ
詳
看
ス
レ
ハ
其
政
治
ハ
未
タ
社
会
人
民
ノ
幸
福
ヲ
増

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

進
ス
ル
ニ
無
能
力
ナ
ル
君
主
政
治
タ
ル
ヲ
免
レ
ス
」
と
主
張
し
て
い
る
が
、
こ

れ
ら
も
、
新
聞
紙
条
例
違
反
す
れ
す
れ
の
論
説
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
「
文
明
雑
誌
」
は
、
自
由
民
権
運
動
系
の
雑
誌
の
中
で
も
、
も
つ
と

も
急
進
的
な
傾
向
を
有
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。

　
さ
て
．
「
進
路
ノ
荊
棘
」
の
中
で
問
題
に
な
つ
た
個
所
は
、
後
掲
第
一
審
判

決
書
の
中
に
、
そ
の
主
要
点
が
挙
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
論
旨
を
な
お
一
層

正
確
に
且
つ
詳
し
く
理
解
す
る
た
め
、
判
決
書
に
引
用
さ
れ
て
い
る
文
章
の
前

後
の
部
分
も
併
せ
て
、
文
明
雑
誌
の
原
文
か
ら
直
接
に
引
用
す
れ
ば
．
次
の
通

り
で
あ
る
．

　
　
蓋
シ
蛮
民
ハ
未
タ
推
理
ノ
能
力
を
開
発
セ
ス
。
智
識
経
験
二
乏
ク
シ
テ
、

　
事
物
ノ
理
、
天
然
ノ
法
二
晦
ラ
ク
、
無
限
ノ
顕
象
変
化
ヲ
諦
視
シ
テ
其
原
因

　
ヲ
知
ラ
ス
。
魏
々
タ
ル
山
嶽
ヲ
胆
レ
ハ
伶
付
ノ
観
ヲ
発
シ
、
荘
々
タ
ル
槍
漠

　
ヲ
瞼
レ
ハ
矛
然
ノ
念
ヲ
生
シ
、
心
ヲ
天
ノ
変
二
奪
ハ
レ
、
神
ヲ
地
ノ
異
二
喪

　
ヒ
、
偉
邊
措
ク
能
ハ
ス
、
両
大
間
ノ
事
物
ヲ
将
テ
奥
妙
不
思
議
ノ
窒
寵
二
置

　
キ
．
眩
惑
妄
信
至
ラ
サ
ル
ハ
ナ
シ
。
是
二
於
テ
ヵ
数
多
ノ
習
慣
ヲ
発
起
シ
、

　
先
代
ノ
習
慣
ハ
後
代
ノ
民
二
伝
ハ
リ
、
積
漸
ノ
久
シ
キ
深
ク
人
心
ノ
内
部
二

　
浸
淫
シ
、
習
慣
ノ
権
最
モ
強
盛
ヲ
致
シ
、
社
会
百
般
ノ
事
、
挙
テ
標
準
ヲ
此

　
二
取
ラ
サ
ル
ハ
ナ
キ
ニ
至
レ
リ
。
試
ミ
ニ
無
智
ノ
民
力
禍
福
を
判
シ
進
退
ヲ

　
決
ス
ル
所
以
ヲ
看
ヨ
。
多
ク
ハ
妄
信
ヨ
リ
発
生
シ
来
リ
タ
ル
習
慣
ニ
ア
ラ
サ

　
　
　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

ル
ハ
ナ
シ
．
牝
鶏
農
ス
レ
ハ
以
テ
禍
ト
ナ
シ
．
認
髄
路
ヲ
過
キ
レ
ハ
以
テ
不

（
ま
ま
）

詳
ト
ナ
シ
、
燈
火
花
ヲ
開
ク
ハ
以
テ
福
ト
ナ
シ
、
或
ハ
汲
々
ト
シ
テ
遁
避
ヲ

計
リ
、
或
ハ
復
彷
ト
シ
テ
迂
路
ヲ
取
ル
。
其
他
漁
夫
ノ
佃
漁
二
於
ケ
ル
、
樵

夫
ノ
採
薪
二
於
ケ
ル
、
海
客
ノ
航
海
二
於
ケ
ル
、
千
百
ノ
習
慣
ア
ツ
テ
其
行

為
進
退
ヲ
支
配
シ
、
禍
害
ノ
身
二
及
ハ
ン
コ
ト
ヲ
恐
レ
、
萄
モ
之
二
違
反
セ

ス
、
而
シ
テ
其
習
慣
ノ
淵
源
ヲ
論
ス
ル
ニ
至
テ
ハ
、
妄
信
ノ
然
ラ
シ
ム
処
ニ

ア
ラ
サ
ル
ハ
ナ
シ
。
其
他
政
治
上
二
於
ケ
ル
モ
、
習
慣
ノ
妄
信
二
縁
起
ス
ル

モ
ノ
多
シ
。
君
主
力
無
上
ノ
大
権
ヲ
掌
握
シ
、
其
位
ヲ
世
々
ニ
シ
、
嚴
然
ト

シ
テ
吾
人
ヲ
専
制
ス
ル
所
以
ハ
、
習
慣
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
何
ソ
ヤ
。
妄
信
ニ
ア

ラ
ス
シ
テ
何
ソ
ヤ
。
往
古
、
稜
多
奴
隷
ト
テ
吾
人
同
胞
ノ
兄
弟
ヲ
軽
蔑
シ
テ

社
会
ノ
外
二
放
置
シ
タ
ル
ハ
、
習
慣
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
何
ソ
ヤ
。
盲
信
ニ
ア
ラ

ス
シ
テ
何
ソ
ヤ
。
君
主
モ
人
類
ナ
リ
。
稜
多
モ
人
類
ナ
リ
。
同
ク
身
心
ヲ
備

へ
、
斎
ク
自
由
ヲ
有
シ
、
彼
此
人
種
ト
権
理
ヲ
異
ニ
セ
ス
。
然
ル
ヲ
一
ハ
無

上
ノ
尊
栄
ヲ
享
ケ
、
一
ハ
無
下
ノ
軽
蔑
ヲ
受
ケ
、
此
懸
隔
雲
泥
モ
蕾
ナ
ラ
ズ
、

是
レ
必
寛
往
古
ノ
人
民
力
君
主
ヲ
尊
崇
ス
ル
ノ
甚
シ
キ
、
之
ヲ
人
間
以
上
ノ

地
位
二
置
キ
、
恐
倥
頓
首
、
身
ヲ
其
使
役
二
供
シ
、
歳
月
ノ
久
シ
キ
終
ヒ
ニ

君
主
ヲ
以
テ
至
尊
無
上
ノ
モ
ノ
ト
妄
信
セ
シ
ニ
因
ル
ノ
、
ミ
。
故
二
習
慣
衰
フ

レ
ハ
、
君
権
モ
亦
随
テ
衰
へ
、
忠
義
欽
服
奉
体
ノ
如
キ
卑
屈
ナ
ル
語
ハ
、
吾

人
ノ
心
思
外
二
去
テ
復
タ
人
間
ノ
行
為
ヲ
支
配
セ
サ
ル
ニ
至
ラ
ン
．
鳴
呼
、

君
主
ノ
位
ハ
習
慣
二
起
テ
正
理
二
亡
フ
モ
ノ
ナ
リ
。
君
主
ノ
権
ハ
古
例
旧
慣

ト
盛
衰
ヲ
共
ニ
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
之
二
反
シ
槻
多
ノ
卑
賎
ハ
、
習
慣
二
由
テ

起
リ
シ
ヲ
以
テ
、
習
慣
ノ
衰
フ
ル
ニ
随
テ
同
等
ノ
権
理
ヲ
恢
復
シ
、
吾
人
ト

共
二
自
由
ヲ
謳
ヒ
快
楽
二
笑
フ
ノ
福
境
二
進
ム
ヘ
シ
。
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
　
　
（
二
一
五
一
）



　
　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

　
且
ッ
夫
レ
己
力
習
慣
ヲ
推
シ
テ
他
二
及
ボ
サ
ソ
ト
ス
ル
ハ
人
情
ノ
免
カ
レ

サ
ル
所
ニ
シ
テ
、
父
兄
ハ
子
弟
二
己
ガ
習
慣
ヲ
伝
へ
、
且
ツ
他
人
ヲ
シ
テ
己

力
習
慣
二
従
ハ
シ
メ
ソ
ト
欲
ス
ル
者
ナ
リ
。
加
之
往
古
ノ
社
会
二
在
テ
ハ
．

此
ノ
強
剛
ナ
ル
習
慣
二
加
フ
ル
ニ
神
罰
ヲ
以
テ
シ
、
一
人
習
慣
ヲ
破
フ
レ
ハ
、

　
　
　
（
ま
ま
）

国
家
ノ
民
委
ク
其
罰
ヲ
蒙
ム
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
思
惟
シ
、
習
慣
ヲ
尊
重
ス
ル
コ

ト
最
モ
甚
シ
ク
、
政
府
ハ
一
身
ノ
思
想
行
為
二
干
与
シ
、
風
俗
ヲ
素
リ
国
体

ヲ
薇
ス
者
ニ
ハ
狼
酷
ノ
刑
罰
ヲ
加
ヘ
タ
リ
。
蓋
シ
今
日
、
開
明
ノ
社
会
二
在

テ
ハ
、
行
為
ノ
責
ハ
撰
択
者
ノ
負
担
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
所
謂
自
暴
自
得

他
二
連
累
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
ナ
セ
ド
モ
、
古
昔
ノ
政
治
ヲ
語
ル
モ
ノ
ハ
、
有
限

責
任
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
知
ラ
ス
、
一
人
ノ
行
為
ノ
責
ハ
広
ク
全
国
民
ノ
連
帯
ス

ヘ
キ
モ
ノ
ト
シ
、
社
会
モ
習
慣
二
由
テ
、
政
府
モ
古
例
二
依
テ
存
ス
ル
ヲ
以

テ
、
大
二
習
慣
古
例
ノ
権
力
ヲ
皇
張
シ
、
学
士
論
客
モ
、
ロ
ヲ
極
メ
テ
習
慣

ヲ
維
持
セ
ソ
コ
ト
ヲ
勉
メ
、
習
慣
ハ
確
実
ナ
ル
ベ
シ
、
習
慣
ハ
厳
二
之
ヲ
用

ユ
ベ
シ
、
祖
先
ノ
設
立
セ
シ
コ
ト
ニ
就
テ
ハ
．
其
理
由
ヲ
問
フ
ヘ
カ
ラ
ス
等

ノ
語
ヲ
以
テ
、
万
古
不
易
ノ
格
言
ト
ナ
ス
ニ
至
リ
、
習
慣
二
生
ス
ル
者
ハ
一

ト
シ
テ
貴
重
セ
ラ
レ
サ
ル
ハ
ナ
ク
、
始
興
創
業
ヨ
リ
出
ッ
ル
モ
ノ
ハ
、
一
ト

シ
テ
濱
斥
セ
ラ
レ
サ
ル
ハ
ナ
ク
、
爵
位
特
権
ノ
如
キ
、
帝
王
侯
伯
ノ
如
キ
、

習
慣
二
由
テ
立
ツ
者
ハ
増
々
尊
栄
ヲ
極
メ
タ
リ
。
而
シ
テ
其
弊
ヤ
、
今
日
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

社
会
二
因
襲
伝
下
シ
、
各
国
未
タ
其
臭
気
ヲ
脱
セ
サ
ル
モ
ノ
ノ
如
シ
．
（
中
略
）

　
鳴
呼
、
諸
者
諸
君
ヨ
、
習
慣
ハ
吾
人
ノ
進
路
二
横
ハ
ル
ノ
荊
棘
ニ
ア
ラ
サ

ル
カ
、
蓋
シ
文
明
ナ
ル
モ
ノ
ハ
数
多
ノ
元
素
相
軋
礫
ス
ル
ヨ
リ
生
ス
ル
モ
ノ

ニ
シ
テ
、
改
進
ハ
始
興
ノ
隆
盛
ナ
ル
ヨ
リ
生
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
習
慣
ニ
シ
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

此
ノ
元
素
ノ
繁
劇
ヲ
消
殺
シ
、
始
興
ノ
隆
盛
ヲ
防
ク
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
、
実
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八
　
　
（
二
一
五
二
）

吾
人
共
同
ノ
敵
ニ
シ
テ
、
速
二
之
力
数
殺
ヲ
務
メ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
。
起
オ
ヤ
、

自
由
ノ
友
、
立
テ
オ
ヤ
、
改
進
ノ
友
、
荊
棘
ヲ
掃
蕩
シ
、
習
慣
ヲ
菱
除
シ
、

宜
シ
ク
自
由
幸
福
ノ
新
天
地
ヲ
開
ケ
．
卑
々
屈
々
習
慣
二
拘
泥
ス
ル
ハ
志
士

仁
人
ノ
面
目
ニ
ア
ラ
サ
ル
ナ
リ
。
請
フ
、
是
ヨ
リ
荊
棘
ヲ
蕩
尽
ス
ル
ノ
方
便

　
　
（
7
）

ヲ
論
セ
ン
。
（
中
略
）

　
習
慣
ノ
圧
制
ヲ
破
却
ス
ル
ノ
方
便
ハ
何
処
二
存
ス
ル
カ
、
吾
齊
ハ
政
府
ヲ

（
ま
ま
）

○
○
ス
ル
ノ
一
途
ア
ル
ヲ
知
ル
ナ
リ
。
蓋
シ
政
府
力
大
権
ヲ
有
ス
ル
所
以

ハ
、
古
例
旧
慣
ア
ル
ニ
由
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
、
政
府
ハ
権
力
ヲ
保
護
シ
テ
大
権

ヲ
永
久
二
維
持
セ
ン
ト
欲
シ
、
人
智
ノ
已
二
開
発
シ
テ
人
民
ハ
其
妄
信
ヨ
リ

来
レ
ル
習
慣
ヲ
脱
却
シ
タ
ル
ニ
モ
拘
ハ
ラ
ス
、
尚
ホ
習
慣
ヲ
以
テ
社
会
ヲ
統

治
シ
言
論
ヲ
塞
キ
、
自
由
ヲ
奪
フ
政
府
ア
レ
ハ
、
平
和
ノ
手
段
ヲ
以
テ
之
ヲ

改
革
矯
正
セ
ン
ト
欲
ス
ル
ハ
、
到
底
空
望
二
属
ス
ヘ
ケ
レ
ハ
、
堂
々
ノ
正
旗

ヲ
翻
ヘ
シ
、
弾
丸
飛
雨
ノ
修
羅
闘
場
二
鮮
血
ヲ
溜
キ
、
屍
ヲ
積
ン
テ
習
慣
ノ

荊
棘
ヲ
焼
尽
シ
、
古
例
ノ
金
壁
ヲ
破
砕
シ
、
以
テ
至
良
至
善
ノ
政
府
ヲ
築
カ

サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
。

　
ミ
ル
氏
言
ハ
ス
ヤ
、
政
府
ノ
垢
ハ
血
ヲ
以
テ
洗
フ
ヘ
シ
ト
。
吾
齊
ハ
古
今

ノ
事
蹟
ヲ
沈
唯
シ
テ
ミ
ル
氏
ノ
吾
鱗
ヲ
欺
カ
サ
ル
ヲ
知
ル
ナ
リ
。
仏
国
政
府

力
三
族
会
議
ノ
前
後
二
施
シ
タ
ル
政
略
ヲ
見
ヨ
。
人
民
早
ク
已
二
積
漸
ノ
習

慣
ヲ
脱
却
セ
シ
モ
、
政
府
ハ
尚
ホ
之
ヲ
久
持
セ
ン
ト
欲
シ
テ
民
論
ヲ
謝
絶
シ
、

圧
制
ヲ
以
テ
事
ヲ
為
サ
ン
ト
セ
シ
ニ
ア
ラ
ス
ヤ
、
而
シ
テ
人
民
ハ
何
等
ノ
手

段
二
訴
ヘ
テ
、
習
慣
ノ
金
城
ヲ
破
リ
タ
ル
カ
、
政
府
ヲ
顛
覆
シ
帝
王
ヲ
殺
鐵

シ
、
以
テ
宿
志
ヲ
達
セ
シ
ニ
ア
ラ
ス
ヤ
、
英
国
チ
ヤ
レ
ス
カ
古
例
旧
慣
二
訴

ヘ
テ
国
会
ヲ
開
閉
シ
、
以
テ
人
民
ノ
意
志
ヲ
圧
屈
セ
ン
ト
ス
ル
ヤ
、
人
民
ハ



　
又
タ
政
府
ヲ
顛
覆
シ
君
主
ヲ
殺
識
シ
テ
、
其
宿
望
ヲ
達
セ
シ
ニ
ア
ラ
ス
ヤ
。

其
他
諸
国
ノ
人
民
モ
習
慣
ノ
金
城
ヲ
破
フ
ル
ハ
、
顛
覆
ノ
手
段
二
訴
ヘ
サ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
ハ
ナ
キ
ナ
リ
。
鳴
呼
、
○
○
ハ
圧
制
ヲ
破
フ
ル
ノ
鉄
槌
ナ
リ
。
鮮
血
ハ
善
良

政
府
ヲ
培
養
ス
ル
ノ
肥
料
ナ
リ
。
之
ヲ
捨
テ
・
又
タ
他
二
荊
棘
ヲ
蔓
鋤
ス
ル

　
ノ
道
ア
ラ
ン
ヤ
。

　
　
眼
ヲ
転
シ
テ
吾
国
現
時
ノ
況
情
ヲ
看
ヨ
。
妄
信
ヨ
リ
発
生
シ
来
リ
タ
ル
習

慣
二
依
テ
、
爵
位
特
権
ヲ
掌
握
ス
ル
古
物
ア
ラ
サ
ル
乎
。
吾
力
政
府
ハ
人
民

　
ノ
希
望
二
反
シ
、
古
例
旧
慣
ヲ
久
持
セ
ン
ト
欲
ス
ル
ノ
跡
ナ
キ
カ
、
吾
力
政

府
ハ
善
良
ノ
国
会
ヲ
設
ケ
ソ
ト
ス
ル
ノ
心
ア
ル
カ
、
吾
自
由
平
権
ノ
大
義
ハ

政
府
ノ
為
メ
ニ
妨
害
セ
ラ
ル
・
ノ
跡
ナ
キ
カ
、
神
聖
ノ
大
権
ハ
依
然
タ
ラ
サ

　
ル
カ
、
其
有
無
存
否
ハ
、
読
者
ノ
判
断
二
任
セ
ソ
ノ
ミ
。
吾
濟
ハ
吾
力
政
府

　
ト
天
下
ノ
志
士
二
告
ケ
ン
。
政
府
モ
シ
習
慣
ヲ
存
シ
テ
之
ヲ
久
持
セ
ン
ト
欲

　
セ
ハ
、
日
本
モ
亦
後
ノ
英
仏
タ
ラ
ン
モ
図
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ナ
リ
。
若
シ
吾
国

　
習
慣
ノ
余
藁
ア
ラ
ハ
、
宜
ク
絃
二
鑑
、
・
・
テ
速
二
自
ラ
之
ヲ
廃
ス
ル
ノ
手
段
ヲ

　
取
レ
。
鳴
呼
、
天
下
ノ
志
士
ヨ
、
此
ノ
習
慣
ヲ
破
リ
、
此
ノ
荊
棘
ヲ
払
フ
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
於
テ
、
智
力
ト
腕
力
ヲ
吝
ム
勿
レ
（
殉
騒
点
）
。

　
大
阪
軽
罪
裁
判
所
の
判
決
は
、
こ
の
論
説
の
前
半
の
部
分
は
不
敬
罪
に
該
り
、

後
半
の
部
分
は
、
政
府
変
壊
論
を
雑
誌
に
登
載
し
た
と
の
理
由
で
、
新
聞
紙
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

例
第
二
二
条
違
反
と
み
な
し
た
の
で
あ
る
（
轍
鵬
騨
鉦
懸
）
。

　
高
梨
氏
の
前
掲
年
表
に
「
十
二
月
一
日
」
「
告
発
さ
る
」
と
あ
る
の
は
、
警
察

に
よ
り
こ
の
事
件
が
摘
発
さ
れ
た
日
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
10
）

ば
、
検
事
の
公
訴
は
「
十
二
月
十
八
日
」
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
づ
い
て

予
審
が
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
第
一
審
判
決
書
の
中
に
「
予

　
　
　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

審
調
書
云
々
」
の
記
載
が
み
え
て
い
な
い
こ
と
か
ら
推
察
す
る
と
、
検
事
は
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
11
）

件
を
現
行
犯
と
し
て
取
扱
い
、
予
審
は
省
略
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
端
塀
舷
纏
）
。

　
大
阪
軽
罪
裁
判
所
に
お
け
る
判
決
の
言
渡
は
、
十
六
年
一
月
十
日
、
裁
判
長

は
判
事
津
村
一
郎
、
立
会
検
察
官
は
検
事
補
戸
田
荒
太
郎
で
あ
る
。
こ
の
裁
判

の
結
果
は
、
同
月
二
十
二
日
・
郵
便
報
知
新
聞
・
同
月
二
十
五
目
・
日
本
立
憲

政
党
新
聞
・
同
月
二
十
八
日
・
函
右
日
報
な
ど
が
、
そ
の
判
決
書
を
載
せ
て
報

道
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
．
こ
の
判
決
は
法
律
の
適
用
と
量
刑
に
つ
い
て
「
天
皇
陛
下
二
対

ス
ル
不
敬
ノ
所
為
ハ
刑
法
第
百
十
七
条
第
百
二
十
条
二
照
シ
処
断
ス
可
キ
老
又

政
府
ヲ
変
壌
ス
ル
ノ
論
ヲ
載
セ
騒
乱
ヲ
煽
起
セ
ン
ト
シ
タ
ル
ノ
行
為
ハ
新
聞
紙

条
例
第
十
三
条
二
依
リ
明
治
十
四
年
第
七
十
二
号
布
告
第
二
条
二
照
シ
処
断

ス
可
キ
者
ニ
シ
テ
即
二
罪
併
発
シ
タ
ル
者
ナ
ル
ヲ
以
テ
刑
法
第
百
条
第
三
項

二
照
シ
新
聞
紙
条
例
二
違
反
シ
タ
ル
一
ノ
行
為
二
従
ヒ
重
禁
鋼
一
年
二
処
ス
」

と
述
べ
て
い
る
が
（
繊
鵬
舗
参
驚
）
、
こ
の
法
律
操
作
は
、
重
大
な
錯
誤
を
犯
し
て

い
る
。
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
不
敬
罪
と
新
聞
紙
条
例
違
反
が
併
発
し
た
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て

　量刑を

定
め
、
そ
れ
ら
を
併
科
す
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
明
治
十

　
四
年
十
二
月
二
十
八
日
、
太
政
官
布
告
第
七
十
二
号
第
五
条
は
、
新
聞
紙

条
例
の
ご
と
き
単
行
刑
事
法
の
罪
は
、
刑
法
第
一
〇
〇
条
三
項
の
「
数
罪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
倶
発
」
の
例
に
よ
ら
な
い
旨
を
定
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
判
決
は
、
こ

　
の
第
七
十
二
号
布
告
の
規
定
を
み
お
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
判
決
の
「
重
禁
鋼
一
年
」
と
い
う
結
論
は
お
か
し
い
．
不
敬
罪
と
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
　
　
（
一
二
五
三
）

一二
　
仮
り
に
両
者
を
「
数
罪
倶
発
」
と
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
し
て
も
．



　
　
　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
捻
）

　
　
聞
紙
条
例
第
一
三
条
違
反
の
罪
状
を
比
較
し
、
裁
判
官
の
判
断
に
お
い
て
、

　
　
後
者
の
罪
状
重
し
と
み
て
同
条
例
を
適
用
す
る
場
合
－
ど
ち
ら
の
罪
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
を
重
く
み
る
か
は
、
裁
判
官
の
自
由
裁
量
で
あ
る
i
新
聞
紙
条
例
第
一

　
　
三
条
の
刑
は
「
禁
獄
一
月
以
上
一
年
以
下
」
で
あ
り
、
こ
の
「
禁
獄
」
は
、

　
　
明
治
十
四
年
十
二
月
二
十
八
目
・
太
政
官
布
告
第
七
十
二
号
第
二
条
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
妬
）

　
　
つ
て
「
軽
禁
鋼
」
に
換
刑
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
「
一
年
」
の
刑
期
を
選
択

　
　
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
軽
禁
鋼
」
の
「
一
年
」
を
言
渡
す
べ
き
筈
で
あ

　
　
る
。
判
決
も
「
明
治
十
四
年
第
七
十
二
号
布
告
第
二
条
二
照
シ
云
々
」
と

　
　
述
べ
て
い
る
か
ら
、
同
布
告
を
み
お
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
判
事
が
、

　
　
そ
の
第
二
条
「
凡
禁
獄
及
ヒ
禁
鋼
ハ
十
一
日
以
上
ヲ
軽
禁
鋼
二
処
シ
十
日

　
　
以
下
ヲ
拘
留
二
処
ス
」
を
参
照
す
る
と
き
、
そ
の
「
軽
禁
鋼
」
を
「
重
禁

　
　
鋼
」
と
読
み
ま
ち
が
え
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
判
決
は
二
重
の
誤
り
を
犯
し
て
い
る
。
そ
れ
を
言
渡
し
た
津

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

村
判
事
は
、
大
阪
始
審
裁
判
所
の
次
席
判
事
で
あ
る
。
そ
う
し
た
地
位
に
あ
る

判
事
の
判
決
と
し
て
、
宴
に
お
粗
末
き
わ
ま
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
判
決
に
対
し
、
戸
田
検
事
補
は
上
告
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
前
に
述
べ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
（
17
）

法
律
適
用
の
錯
誤
で
あ
る
（
胎
鮮
職
佛
遡
）
。
立
会
検
察
官
と
し
て
は
、
当
然
の

措
置
と
い
え
よ
う
。

　
検
事
が
上
告
し
た
場
合
、
被
告
は
答
弁
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら

　
　
　
（
B
）

れ
て
い
る
が
（
酷
螺
厳
繍
）
、
門
野
は
そ
の
中
で
「
原
裁
判
ノ
至
当
ナ
ル
旨
趣
」
を

述
べ
た
と
い
う
（
鞭
鵬
鍬
舞
職
）
．
彼
は
、
第
一
審
判
決
が
大
審
院
に
よ
つ
て
是
正

さ
れ
る
と
、
結
果
的
に
は
刑
が
重
く
な
る
こ
と
を
予
想
し
て
い
た
の
か
も
知
れ

な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
　
　
（
二
一
五
四
）

　
な
お
、
門
野
は
、
検
事
上
告
後
の
二
月
十
日
、
保
釈
願
を
提
出
、
同
月
十
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
珍
）

日
、
大
阪
軽
罪
裁
判
所
は
金
五
十
円
の
保
釈
金
で
そ
れ
を
聴
許
し
た
。

　
翌
十
七
年
一
月
二
十
九
日
、
大
審
院
は
、
上
告
の
理
由
を
み
と
め
、
大
阪
軽

罪
裁
判
所
の
判
決
を
破
棄
し
、
改
め
て
自
判
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
事
件
を

不
敬
罪
と
新
聞
紙
条
違
反
に
間
う
点
に
お
い
て
は
、
大
阪
軽
罪
裁
判
所
の
判
決

と
同
じ
で
あ
る
が
、
両
者
を
「
数
罪
倶
発
」
と
は
せ
ず
、
前
者
に
つ
い
て
は
重

禁
鋼
四
年
罰
金
百
円
監
視
一
年
、
後
老
に
つ
い
て
は
軽
禁
鋼
一
年
を
宣
告
し
、

両
者
の
刑
を
併
科
し
た
の
で
あ
る
（
撒
瀬
鍬
鋳
職
）
。
検
事
上
告
は
．
岡
野
に
対
し

て
宴
に
不
利
益
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
れ
ま
で
に
紹
介
し
た
不
敬
罪
事
件
の
第
一
審
判
決
に
お
い
て
、
法
律
適
用

の
誤
り
が
あ
り
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
確
定
し
た
場
合
、
関
係
判
検
事
の
更
迭
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
20
）

行
わ
れ
た
ら
し
い
こ
と
は
、
そ
の
際
、
指
摘
し
た
。
ま
た
、
た
と
え
第
一
審
判

決
に
誤
り
が
あ
つ
て
も
、
そ
れ
が
上
告
審
に
お
い
て
是
正
さ
れ
た
場
合
に
は
、

そ
う
し
た
更
迭
の
跡
が
み
え
な
い
こ
と
も
、
前
掲
下
山
田
正
道
事
件
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
門
野
事
件
の
第
一
審
判
決
は
、
前
述
の
ご

と
く
、
他
に
例
を
み
な
い
ほ
ど
の
誤
り
を
ふ
く
む
も
の
で
あ
つ
た
が
、
判
決
後
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

担
当
の
津
村
判
事
が
更
迭
さ
れ
た
様
子
は
み
え
な
い
。
こ
れ
ま
た
、
そ
の
誤
り

が
上
告
審
に
お
い
て
是
正
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
5
。

　
か
く
し
て
門
野
の
刑
は
確
定
し
、
彼
は
大
阪
監
獄
本
署
で
就
獄
し
た
が
．
獄

内
の
成
績
が
優
秀
で
あ
つ
た
ら
し
く
、
在
獄
一
年
数
ヵ
月
で
、
早
く
も
特
赦
の

噂
が
世
上
に
も
な
が
れ
始
め
た
。
明
治
十
八
年
十
月
二
十
五
日
・
自
由
燈
の
大

阪
通
信
欄
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
ゾ

　
　
当
時
．
監
獄
本
署
に
繋
が
れ
居
る
元
文
明
雑
誌
社
の
門
野
又
造
氏
は
、
入



　
　
（
ま
ま
）

　
獄
来
以
獄
則
を
謹
守
し
、
悔
悟
の
情
状
あ
り
と
の
こ
と
に
て
、
目
下
藁
工

　
　
　
　
　
（
盤
）

　
場
の
誘
工
者
と
為
り
居
る
由
な
る
が
、
追
々
行
政
の
処
分
を
以
て
、
出
獄
を

　
特
赦
せ
ら
る
・
都
合
な
り
と
か
．

　
と
報
じ
て
い
る
．
し
か
し
、
実
際
に
特
赦
減
刑
が
行
わ
れ
た
の
は
、
そ
れ
か

ら
一
年
数
ヵ
月
を
経
た
二
十
年
三
月
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
滋
賀
県
近
江
国
犬
上
郡
東
栄
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
番
地
北
村
賀
夫
方
同
居
士
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
重
禁
鋼
四
年
軽
禁
鋼
囚
一
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
門
野
　
又
蔵

　
　
右
之
者
二
対
シ
特
赦
ノ
義
及
上
申
置
候
処
別
紙
写
ノ
通
指
令
有
之
候
二
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
泌
）

　
　
此
段
及
御
通
知
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
阪
軽
罪
裁
判
所
検
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渥
美
　
友
成

　
　
　
　
明
治
二
十
年
三
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
（
器
）

　
　
　
　
同
庁
長

　
　
　
　
　
　
大
島
　
貞
敏
殿

禁
鋼
囚
門
野
又
蔵
特
赦
ノ
儀
二
付
具
申
ノ
趣
及
上
奏
候
処
左
ノ
通
リ
御
裁

令
相
成
候
条
相
当
ノ
手
続
ヲ
為
ス
ヘ
シ

塁
奎
月
＋
日
　
　
　
爾
験

重
禁
鋼
四
年
囚
門
野
又
蔵
特
典
ヲ
以
テ
本
刑
一
二
等
ヲ
減
ス

　
　
　
明
治
廿
年
三
月
三
日

　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

奉
勅
　
　
内
閣
総
理
大
臣
伯
爵
　
伊
藤
　
博
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
重
禁
鋼
四
年
の
「
一
等
減
」
は
、
一
年
の
減
刑
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
、
門

野
が
重
禁
鋼
三
年
軽
禁
鋼
一
年
の
刑
期
を
終
了
、
出
獄
し
た
の
は
二
十
一
年
一

月
頃
の
筈
で
あ
る
。

　
門
野
又
蔵
は
、
滋
賀
県
犬
上
郡
彦
根
東
栄
町
（
現
在
の
彦
根
市
東
栄
町
）
の
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
禦
）

で
士
族
、
安
政
四
年
二
月
二
日
出
生
、
事
件
当
時
、
二
十
四
歳
で
あ
つ
た
。
彼

は
、
出
獄
後
も
民
権
運
動
を
つ
づ
け
た
よ
う
で
あ
り
、
二
十
一
年
十
月
十
四
日
、

後
藤
象
二
郎
の
提
唱
し
た
大
同
団
結
運
動
の
懇
親
会
が
、
大
阪
で
開
か
れ
た
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
圏
）

に
は
．
彼
も
出
席
し
て
い
る
。
二
十
三
年
一
月
、
彼
は
彦
根
か
ら
大
阪
市
北
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

堂
島
北
町
へ
本
籍
を
移
し
、
つ
づ
い
て
同
区
船
大
工
町
へ
転
じ
、
さ
ら
に
翌
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

十
四
年
十
二
月
、
西
区
土
佐
堀
通
へ
移
つ
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
消
息
を
、
私

　
　
　
　
（
3
1
）

は
確
め
え
な
い
。
大
方
の
御
教
示
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

　
（
1
）
廃
姓
外
骨
「
明
治
筆
禍
史
資
料
」
（
九
）
・
新
旧
時
代
第
一
年
第
八
冊
・
大
正
十

　
　
四
年
二
三
頁
．

　
（
2
）
高
梨
光
司
「
大
阪
の
民
権
運
動
」
・
上
方
第
二
五
号
・
昭
和
八
年
・
一
六
頁
。

　
（
3
）
文
明
雑
誌
第
三
号
・
二
〇
頁
．

　
（
4
）
文
明
雑
誌
第
三
号
・
九
頁
以
下
、
第
四
号
・
一
七
頁
以
下
．

　
（
5
）
文
明
雑
誌
第
四
号
・
一
九
頁
。

　
（
6
）
文
明
雑
誌
第
三
号
・
一
頁
ー
七
頁
．

　
（
7
）
文
明
雑
誌
第
三
号
・
九
頁
。

　
（
8
）
　
文
明
雑
誌
第
四
号
・
一
四
頁
－
一
七
頁
。

　
（
9
）
本
稿
・
下
山
田
正
道
事
件
の
註
8
・
本
誌
第
四
四
巻
八
号
・
七
六
頁
参
照
。

　
（
1
0
）
本
稿
に
利
用
す
る
門
野
関
係
裁
判
文
書
は
、
大
阪
府
警
察
本
部
総
務
課
沿
革
誌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
　
　
（
一
二
五
五
）



　
　
狙
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
係
室
蔵
「
滋
賀
県
士
族
門
野
又
造
不
敬
ノ
処
為
ア
ル
一
件
」
文
書
（
大
阪
地
方
検
察

　
庁
保
管
文
書
の
コ
ピ
ー
）
に
よ
る
。
同
文
書
の
復
写
本
を
提
供
さ
れ
た
同
室
森
章
氏

　
の
学
恩
を
謝
す
。
同
文
書
の
表
紙
に
　
「
明
治
十
五
年
十
二
月
十
八
月
公
訴
」
と
あ

　
る
。

　
　
な
お
、
門
野
は
同
年
十
二
月
十
六
日
夜
、
大
阪
東
区
久
宝
寺
町
の
第
一
楼
で
開
か

　
れ
た
「
自
由
平
権
忘
年
懇
親
会
」
に
出
席
し
て
い
る
（
明
治
十
五
年
十
二
月
二
十
二

　
日
・
時
事
新
報
）
．
こ
の
こ
と
か
ら
推
測
す
る
と
、
門
野
は
身
柄
不
拘
束
で
警
察
お

　
よ
び
検
察
官
の
取
調
を
う
け
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
因
み
に
、
右
の
会
合
の
席

　
上
で
、
桜
間
要
三
郎
の
松
木
正
守
刺
殺
事
件
が
発
生
し
た
の
で
あ
る
（
宮
武
外
骨
「
明

治
密
偵
史
」
・
大
正
十
五
年
・
一
五
三
頁
以
下
参
照
）
。

（
n
）
　
本
稿
・
森
田
馬
太
郎
事
件
の
註
1
5
・
本
誌
第
四
四
巻
七
号
・
七
七
頁
参
照
．

（
1
2
）
本
稿
・
下
山
田
正
道
事
件
の
註
M
・
本
誌
第
四
四
巻
八
号
・
七
七
頁
参
照
．

（
1
3
）
新
聞
紙
条
例
第
二
二
条
の
刑
は
「
禁
獄
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
後
ち
に
本
文
で

述
べ
る
ご
と
く
、
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
後
は
「
軽
禁
鋼
」
に
換
刑
さ
れ
て
い
る
．

　
「
軽
禁
鍋
」
は
軽
罪
の
主
刑
で
あ
る
（
明
治
十
五
年
刑
法
第
八
条
）
。
不
敬
罪
の
第
一

　
一
七
条
の
刑
は
「
重
禁
鋼
」
で
あ
り
、
こ
れ
も
軽
罪
の
主
刑
で
あ
る
（
同
前
）
。
そ
こ

で
．
刑
法
第
一
一
七
条
違
反
と
新
聞
紙
条
例
第
コ
ニ
条
違
反
が
併
発
し
た
場
合
、
軽

罪
の
「
数
罪
倶
発
」
と
考
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

（
1
4
）
軽
罪
の
「
数
罪
倶
発
」
の
場
合
は
、
そ
の
「
所
犯
情
状
」
の
「
最
重
キ
」
一
罪

で
処
罰
す
る
の
が
、
明
治
十
五
年
刑
法
の
原
則
で
あ
る
（
第
一
〇
〇
条
三
項
）
。
何

を
「
最
重
キ
」
と
み
る
か
は
、
裁
判
官
の
判
断
に
一
任
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、

明
治
十
五
年
刑
法
に
お
け
る
軽
罪
関
係
各
条
文
の
法
定
刑
の
畏
短
は
ま
ち
ま
ち
で
あ

　
つ
て
、
法
定
刑
の
長
期
の
長
い
方
の
罪
が
か
な
ら
ず
し
も
「
情
状
」
「
重
キ
」
と
は
い

え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
刑
法
第
一
一
七
条
（
不
敬
罪
）
は
「
三

月
以
上
五
年
以
下
」
の
重
禁
鋼
、
第
一
四
一
条
（
官
吏
侮
辱
罪
）
は
「
一
月
以
上
一

年
以
下
」
の
重
禁
鋼
で
あ
る
が
、
仮
に
こ
の
両
者
を
併
発
し
た
場
合
、
機
械
的
に
そ

の
長
期
の
長
い
方
を
「
情
状
」
「
重
キ
」
と
考
え
る
と
す
る
と
、
か
な
ら
ず
第
二
七

六
二
　
　
（
二
一
五
六
）

　
条
の
み
を
適
用
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
．
不
敬
罪
の
方
は
．

　
六
月
の
重
禁
鋼
に
該
当
し
、
官
吏
侮
辱
罪
の
方
は
一
年
の
重
禁
鋼
に
該
当
す
る
場
合

　
が
あ
り
う
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
不
敬
罪
の
方
を
適
用
す
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で

　
も
な
く
不
合
理
で
あ
る
。
そ
れ
が
た
め
、
「
情
状
」
「
最
重
」
し
と
す
る
一
罪
の
選
択

　
を
、
裁
判
官
の
判
断
に
委
ね
た
の
で
あ
る
（
前
掲
の
例
で
い
え
ば
、
官
吏
侮
辱
罪
で

処
罰
す
る
と
い
う
意
味
）
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
明
治
十
五
年
刑
法
時
代
の
刑
法

学
の
通
説
で
あ
つ
た
（
宮
城
浩
蔵
「
日
本
刑
法
講
義
」
上
巻
・
明
治
十
七
年
・
六
〇

〇
頁
、
岡
田
朝
太
郎
「
日
本
刑
法
論
」
・
明
治
二
十
七
年
・
一
〇
〇
三
頁
）
。

（
1
5
）
　
明
治
十
五
年
刑
法
の
施
行
に
際
し
、
そ
れ
以
前
の
刑
事
単
行
法
に
み
ら
れ
る
種

　
々
の
刑
罰
名
を
、
刑
法
所
定
の
も
の
に
統
一
し
て
改
め
た
の
で
あ
る
。

（
1
6
）
明
治
十
五
年
六
月
「
官
員
録
」
二
八
七
枚
表
、
同
十
六
年
五
月
「
官
員
録
」
・

　
一
九
四
枚
表
。

（
1
7
）
本
稿
・
坂
崎
斌
事
件
の
註
15
・
本
誌
第
四
四
巻
七
号
．
八
四
頁
参
照
。

（
1
8
）
治
罪
法
第
四
一
八
条
一
項
対
手
人
ハ
上
告
趣
意
書
ヲ
受
取
タ
ル
五
ぼ
内
二
答

弁
書
ヲ
原
裁
判
所
ノ
書
記
局
二
差
出
ス
可
シ

（
1
9
）
　
明
治
十
六
年
二
月
十
日
・
門
野
又
蔵
保
釈
願
。
そ
の
表
紙
に
「
書
面
聴
届
候
保

釈
金
五
拾
円
差
出
ス
ヘ
キ
事
　
明
治
十
六
年
二
月
十
二
日
　
大
阪
軽
罪
裁
判
所
判
事

津
村
一
郎
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
2
0
）
本
稿
・
横
田
永
次
事
件
・
本
誌
第
四
四
巻
八
号
・
八
二
頁
、
八
三
頁
参
照
。
な

　
お
、
後
掲
鶴
見
由
次
郎
事
件
参
看
。

（
2
1
）
　
本
稿
・
下
山
田
正
道
事
件
の
註
1
8
・
本
誌
第
四
四
巻
八
号
・
七
八
頁
．

（
2
2
）
　
明
治
十
七
年
以
降
も
、
津
村
は
相
変
ら
ず
次
席
判
事
に
在
職
し
て
い
る
（
明
治

十
七
年
月
不
詳
「
官
員
録
」
二
九
〇
枚
表
、
明
治
十
八
年
八
月
「
官
員
録
」
・
上
二

　
一
四
枚
表
。

（
2
3
）
　
「
誘
工
者
」
は
、
囚
人
役
付
の
職
名
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
在
監
人
中
能
ク
獄
則
ヲ

守
ル
者
」
か
ら
選
ば
れ
「
工
場
二
在
テ
服
役
老
ヲ
勧
誘
」
す
る
役
で
あ
つ
た
（
明
治

十
四
年
九
月
二
十
日
・
太
政
官
達
第
八
一
号
・
監
獄
則
第
二
九
条
）
．
い
わ
ば
工
場



　
の
現
場
監
督
で
あ
る
。
そ
の
弊
害
を
の
ぞ
く
た
め
、
誘
工
者
は
「
六
箇
月
以
上
其
用

務
ヲ
継
続
セ
シ
ム
ル
」
こ
と
を
許
さ
ず
、
ま
た
「
私
二
在
監
人
ヲ
使
役
シ
若
ク
ハ
凌

辱
ス
ル
ノ
所
為
ア
ル
ヲ
許
サ
ス
」
（
同
前
）
と
さ
れ
て
い
る
。

（
2
4
）
検
察
官
が
特
赦
を
申
請
す
る
場
合
は
、
治
罪
法
の
次
の
規
定
に
よ
る
。

第
四
七
七
条
特
赦
ハ
刑
ノ
言
渡
確
定
シ
タ
ル
後
何
時
ニ
テ
モ
検
察
官
又
ハ
監
獄
長

　
ヨ
リ
犯
人
ノ
情
況
ヲ
具
シ
司
法
卿
二
申
立
ル
コ
ト
ヲ
得

　
　
　
　
（
第
一
一
項
　
略
）

　
　
特
赦
ノ
申
立
ア
リ
タ
ル
時
ハ
司
法
卿
ヨ
リ
其
書
類
蔓
思
見
書
ヲ
添
へ
上
奏
ス
ヘ
シ

第
四
八
○
条
特
赦
ノ
裁
可
ア
リ
タ
ル
時
ハ
司
法
卿
ヨ
リ
刑
ノ
言
渡
ヲ
為
シ
タ
ル
裁

　
　
判
所
の
検
察
官
二
特
赦
状
ヲ
送
致
ス
可
シ
此
場
合
二
於
テ
ハ
第
四
七
六
条
ノ
規
則

　
　
二
従
フ

　
第
四
七
六
条
　
（
第
一
項
　
略
）

　
　
検
事
ハ
裁
可
状
ノ
謄
本
ヲ
願
人
二
下
付
ス
可
シ

　
　
又
刑
ノ
言
渡
ヲ
為
シ
タ
ル
裁
判
所
二
謄
本
ヲ
送
致
シ
其
裁
判
所
二
於
テ
ハ
之
ヲ
裁

　
　
判
言
渡
書
二
記
入
ス
可
シ

（
拓
）
　
大
島
は
、
大
阪
始
審
裁
判
所
長
（
十
九
年
七
月
－
二
十
三
年
十
月
）
で
あ
る

　
（
前
掲
司
法
沿
革
誌
・
六
五
一
頁
）
。

（
2
6
）
特
赦
の
場
合
の
「
何
等
減
」
に
関
す
る
規
定
は
、
刑
法
に
も
治
罪
法
に
も
み
え

　
て
い
な
い
。
刑
法
上
の
「
加
減
例
」
の
規
定
で
あ
る
次
の
第
七
〇
条
が
お
そ
ら
く
準

　
用
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
第
七
〇
条
　
禁
鋼
罰
金
二
該
ル
者
減
軽
ス
可
キ
時
ハ
各
本
条
二
記
載
シ
タ
ル
刑
期

　
　
　
金
額
ノ
四
分
ノ
一
ヲ
減
ス
ル
ヲ
以
テ
一
等
ト
為
シ
云
々
（
下
略
）

　
　
と
す
る
と
、
特
赦
の
場
合
、
宣
言
さ
れ
た
刑
の
四
分
の
一
を
減
ず
る
の
が
「
一
等

　
減
」
で
あ
る
。

（
2
7
）
　
彦
根
市
役
所
の
除
籍
謄
本
に
よ
る
。

（
2
8
）
　
前
掲
自
由
党
史
・
下
巻
・
三
七
〇
頁
．
こ
こ
に
「
大
阪
府
」
「
門
野
又
三
」
と
あ

　
る
の
は
、
門
野
又
蔵
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
．

明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

（
四
）
註
2
6
に
同
じ
ぴ

（
3
0
）
　
大
阪
市
北
区
役
所
の
除
籍
謄
本
に
よ
る
。

（
31
）
大
阪
市
西
区
役
所
は
、
明
治
三
十
二
年
の
火
災
の
た
め
、
そ
れ
以
前
の
記
録
を

保
管
し
て
い
な
い
。
門
野
の
戸
籍
の
そ
の
後
に
お
け
る
異
動
を
確
認
で
き
な
い
の
は
、

　
そ
れ
が
た
め
で
あ
る
。

前
註
　
大
阪
府
警
本
部
沿
革
誌
係
室
所
蔵
の
前
掲
門
野
一
件
文
書
（
本
誌
六
一
頁
註

　
1
0
・
参
照
）
の
中
に
は
、
大
阪
軽
罪
裁
判
所
判
決
正
本
の
コ
ピ
ー
、
大
審
院
判
決

　
謄
本
の
コ
ピ
！
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
次
の
判
決
書
は
、
そ
れ
に
よ
る
。

裁
判
言
渡
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
阪
府
西
区
江
戸
堀
南
通
弐
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
村
駒
吉
方
寄
留
滋
賀
県
士
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
無
職
業
　
　
被
告
　
　
門
野
　
又
蔵

被
告
門
野
又
蔵
ハ
文
明
雑
誌
ノ
編
輯
長
タ
リ
シ
時
明
治
十
五
年
十
月
十
日
以

後
発
兇
シ
タ
ル
該
雑
誌
第
二
号
以
下
二
載
セ
タ
ル
進
路
ノ
荊
棘
ト
題
セ
ル
一

編
ノ
論
説
中
二
其
他
政
治
上
二
於
ケ
ル
モ
習
慣
ノ
妄
信
二
縁
起
ス
ル
モ
ノ
多

シ
君
主
ハ
無
上
ノ
大
権
ヲ
掌
握
シ
其
位
ヲ
世
々
ニ
シ
嚴
然
ト
シ
テ
吾
人
ヲ
専

制
ス
ル
所
以
ハ
習
慣
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
何
ソ
ヤ
妄
信
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
何
ソ
ヤ
往

古
穣
多
奴
隷
ト
テ
吾
人
同
胞
ノ
兄
弟
ヲ
軽
蔑
シ
テ
社
会
ノ
外
二
放
置
シ
タ
ル

ハ
習
慣
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
何
ソ
ヤ
妄
信
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
何
ソ
ヤ
君
主
モ
人
類
ナ

リ
穣
多
モ
人
類
ナ
リ
同
ク
身
心
ヲ
備
へ
斎
ク
自
由
ヲ
有
シ
彼
此
人
種
ト
権
利

ヲ
異
ニ
セ
ス
然
ル
ニ
一
ハ
無
上
ノ
尊
栄
ヲ
享
ケ
一
ハ
無
下
ノ
軽
蔑
ヲ
受
ケ
彼

此
ノ
懸
隔
雲
泥
モ
菅
ナ
ラ
ス
是
必
寛
往
古
ノ
人
民
力
君
主
ヲ
尊
崇
ス
ル
ノ
甚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
　
　
（
一
二
五
七
）



　
　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

シ
キ
之
ヲ
人
間
以
上
ノ
地
位
二
置
キ
恐
憧
頓
首
身
ヲ
其
使
役
二
供
シ
歳
月
ノ

久
シ
キ
終
ヒ
ニ
君
主
ヲ
以
テ
至
尊
無
上
ノ
モ
ノ
ト
妄
信
セ
シ
ニ
因
ル
ノ
、
・
・
云

々
ト
掲
載
シ
タ
ル
ハ
即
天
皇
陛
下
二
対
ス
ル
不
敬
ノ
所
為
ナ
リ
ト
断
定
ス
又

同
論
文
中
二
鳴
呼
読
者
諸
君
ヨ
習
慣
ハ
吾
人
ノ
進
路
二
横
ハ
ル
ノ
荊
棘
ニ
ァ

ラ
サ
ル
カ
蓋
文
明
ナ
ル
者
ハ
数
多
ノ
元
素
ノ
相
軋
礫
ス
ル
ヨ
リ
生
ス
ル
モ
ノ

ニ
シ
テ
改
進
ハ
始
興
ノ
隆
盛
ナ
ル
ヨ
リ
生
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
習
慣
ニ
シ
テ
此
元

素
ノ
繁
劇
ヲ
消
殺
シ
始
興
ノ
隆
盛
ヲ
妨
ク
ル
モ
ノ
ア
レ
ハ
実
二
吾
人
共
同
ノ

敵
ニ
シ
テ
速
二
之
力
識
殺
ヲ
務
メ
サ
ル
可
カ
ラ
ス
起
テ
ヤ
自
由
ノ
友
立
テ
ヤ

改
進
ノ
友
荊
棘
ヲ
掃
蕩
シ
習
慣
ヲ
蔓
除
シ
宜
シ
ク
自
由
幸
福
ノ
新
天
地
ヲ
開

ケ
卑
々
屈
々
習
慣
二
拘
泥
ス
ル
ハ
志
士
仁
人
ノ
面
目
二
非
サ
ル
ナ
リ
乞
フ
是

ヨ
リ
荊
棘
ヲ
蕩
尽
ス
ル
ノ
方
便
ヲ
論
セ
ン
云
々
然
レ
ハ
則
習
慣
ノ
圧
制
ヲ
破

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

却
ス
ル
ノ
方
便
ハ
何
処
二
存
ス
ル
吾
憐
ハ
政
府
ヲ
○
○
ス
ル
ノ
一
途
ア
ル
ヲ

知
ル
ナ
リ
又
他
二
荊
棘
ヲ
蔓
鋤
ス
ル
ノ
道
ア
ラ
ン
ヤ
ト
掲
載
シ
顛
覆
ノ
ニ
字

　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

二
代
フ
ル
ニ
O
O
ヲ
以
テ
セ
シ
ハ
前
後
ノ
文
勢
二
依
リ
明
カ
ニ
シ
テ
即
政
府

ヲ
変
壊
ス
ル
ノ
論
ヲ
載
セ
騒
乱
ヲ
煽
起
セ
ン
ト
シ
タ
ル
者
ト
断
定
ス
以
上
二

個
ノ
事
実
ハ
文
明
雑
誌
第
二
第
三
第
四
号
ノ
文
詞
二
依
リ
明
確
ナ
リ
ト
ス
右

天
皇
陛
下
二
対
ス
ル
不
敬
ノ
所
為
ハ
刑
法
第
百
十
七
条
第
百
二
十
条
二
照
シ

処
断
ス
可
キ
者
又
政
府
ヲ
変
壊
ス
ル
ノ
論
ヲ
載
セ
騒
乱
ヲ
煽
起
セ
ン
ト
シ
タ

ル
ノ
行
為
ハ
新
聞
紙
条
例
第
十
三
条
二
依
リ
明
治
十
四
年
第
七
十
二
号
布
告

第
二
条
二
照
シ
処
断
ス
可
キ
者
ニ
シ
テ
即
二
罪
併
発
シ
タ
ル
者
ナ
ル
ヲ
以
テ

刑
法
第
百
条
第
三
項
二
照
シ
新
聞
紙
条
例
二
違
反
シ
タ
ル
一
ノ
行
為
二
従
ヒ

重
禁
鋼
一
年
二
処
ス

沿
明
治
十
六
年
一
月
十
日
大
阪
軽
罪
裁
判
所
二
於
テ
検
事
補
戸
田
荒
太
郎
立

会
ノ
上
言
渡
ス

宣
　
告
　
書
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（
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八
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判
事
　
　
津
村
　
一
郎

書
記
　
　
武
田
　
揆
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
阪
府
西
区
江
戸
堀
南
通
三
丁
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田
村
駒
吉
方
寄
留

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
滋
賀
県
士
族
　
　
門
野
　
又
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明
治
十
六
年
一
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
十
五
年

右
又
蔵
力
被
告
事
件
二
対
シ
明
治
十
六
年
一
月
十
日
大
阪
軽
罪
裁
判
所
於
テ

被
告
ハ
文
明
雑
誌
ノ
編
輯
長
タ
ル
時
明
治
十
五
年
十
月
十
日
以
後
発
兇
シ
タ

ル
同
雑
誌
第
二
号
以
下
二
記
載
シ
タ
ル
進
路
ノ
荊
棘
ト
題
セ
ル
論
説
中
二
天

皇
陛
下
二
対
ス
ル
不
敬
ノ
文
詞
ヲ
登
記
シ
且
政
府
ヲ
変
壊
ス
ル
ノ
論
ヲ
書
載

シ
騒
乱
ヲ
煽
起
セ
ン
ト
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
シ
之
レ
ヲ
刑
法
第
百
十
七
条
同
第
百

二
十
条
ト
新
聞
紙
条
例
第
十
三
条
二
依
り
明
治
十
四
年
第
七
十
二
号
布
告
第

二
条
二
照
シ
処
断
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
即
チ
ニ
罪
併
発
シ
タ
ル
者
ナ
ル
ヲ
以

テ
刑
法
第
百
条
第
三
項
二
照
シ
新
聞
紙
条
例
二
違
反
シ
タ
ル
一
ノ
行
為
二
従

ヒ
重
禁
鋼
一
年
二
処
ス
ト
言
渡
シ
タ
ル
裁
判
ヲ
不
当
ナ
リ
ト
シ
同
裁
判
所
検

事
補
戸
田
荒
太
郎
ハ
上
告
ヲ
為
シ
タ
リ
其
要
領
ハ
被
告
ヵ
所
為
二
対
シ
テ
ハ

刑
法
第
百
十
七
条
第
百
二
十
条
及
新
聞
紙
条
例
第
十
三
条
ト
ヲ
併
科
ス
ヘ
ク

且
新
聞
紙
条
例
違
反
ノ
罪
ハ
明
治
十
四
年
第
七
十
二
号
公
布
第
二
条
一
一
従
ヒ



軽
禁
鋼
二
処
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
重
禁
鋼
二
処
断
シ
タ
ル
ハ
擬
律
錯
誤
ア
ル

不
当
ノ
裁
判
ナ
リ
ト
云
フ
ニ
在
リ

対
手
人
即
被
告
又
蔵
ハ
原
裁
判
ノ
至
当
ナ
ル
旨
趣
ヲ
答
弁
セ
リ

本
院
検
事
澄
川
拙
三
於
テ
ハ
原
検
察
官
上
告
主
旨
ノ
如
ク
原
裁
判
ヲ
破
殿
シ

本
院
二
於
テ
直
二
適
法
ノ
判
決
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
ト
陳
述
ス

因
テ
之
ヲ
審
按
ス
ル
ニ
明
治
十
四
年
第
七
十
二
号
公
布
第
五
条
法
律
規
則
ヲ

犯
シ
タ
ル
者
ニ
ハ
刑
法
ノ
再
犯
加
重
及
ヒ
数
罪
倶
発
ノ
例
ヲ
用
ヒ
ス
同
公
布

第
二
条
凡
禁
獄
及
ヒ
禁
鋼
ハ
十
一
日
以
上
ヲ
軽
禁
鋼
二
処
シ
十
日
以
下
ヲ
拘

留
二
処
ス
ト
ノ
法
則
ノ
ア
ル
在
テ
被
告
力
犯
罪
ノ
如
キ
ハ
刑
法
二
該
ル
罪
ト
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他
ノ
法
律
規
則
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新
聞
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ル
罪
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レ
ハ
該
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依
拠
シ
ニ
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罪
倶
二
併
科
ス
ヘ
キ
ハ
勿
論
且
新
聞
条
例
違
反
ノ
罪
ハ
軽
禁
鋼
二
処
ス
ヘ
キ

モ
ノ
ナ
リ
然
ル
ニ
原
裁
判
舷
二
出
ス
刑
法
第
百
条
第
三
項
二
照
シ
一
ノ
新
聞

紙
条
例
第
十
三
条
二
依
リ
重
禁
鋼
一
年
二
処
ス
ト
言
渡
シ
タ
ル
ハ
法
律
適
用

ヲ
誤
リ
タ
ル
不
当
ノ
裁
判
ナ
リ
ト
ス
因
テ
治
罪
法
第
四
百
二
十
九
条
二
従
ヒ

原
裁
判
ヲ
破
殿
シ
本
院
二
於
テ
直
二
裁
判
ヲ
為
ス
左
ノ
如
シ
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ノ
理
由
ナ
ル
ヲ
以
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被
告
力
犯
罪
ノ
事
実
ハ
原
判
官
ノ
判
定
ス
ル
処
二
依

リ
不
敬
ノ
罪
ハ
刑
法
第
百
十
七
条
天
皇
三
后
皇
太
子
二
対
シ
不
敬
ノ
所
為
ア

ル
モ
ノ
ハ
三
月
以
上
五
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処
シ
ニ
十
円
以
上
二
百
円
以
下

ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス
同
第
百
二
十
条
此
章
二
記
載
シ
タ
ル
罪
ヲ
犯
シ
軽
罪
ノ
刑

二
処
ス
ル
者
ハ
六
月
以
上
二
年
以
下
ノ
監
視
二
付
ス
ト
ア
ル
ヲ
適
施
シ
重
禁

鋼
四
年
二
処
シ
罰
金
百
円
ヲ
附
加
シ
一
年
ノ
監
視
二
附
ス
又
新
聞
紙
条
例
違

反
ノ
罪
ハ
明
治
十
四
年
第
七
十
二
号
布
告
第
五
条
二
従
ヒ
傍
ホ
所
犯
条
例
改

　
　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
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件

正
以
前
二
係
ル
ヲ
以
テ
刑
法
第
三
条
二
項
二
基
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キ
明
治
八
年
第
百
十
一
号
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布
告
新
聞
条
例
第
十
三
条
政
府
ヲ
変
壊
シ
国
家
ヲ
顛
覆
ス
ル
ノ
論
ヲ
載
セ
騒

乱
ヲ
煽
起
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
禁
獄
一
年
以
上
三
年
二
至
ル
迄
ヲ
科
ス
云
々
ト
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明
治
十
六
年
第
十
二
号
公
布
改
正
新
聞
条
例
第
三
十
七
条
政
体
ヲ
変
壊
シ
朝

憲
ヲ
素
乱
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
論
説
ヲ
記
載
シ
タ
ル
者
ハ
一
年
以
上
三
年
以
下
ノ

軽
禁
鋼
二
処
シ
百
円
以
上
三
百
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス
云
々
ト
ア
ル
ヲ
比

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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照
シ
軽
キ
明
治
八
年
第
百
十
一
号
公
布
新
聞
条
例
第
十
三
条
ヲ
当
行
シ
傍
ホ

明
治
十
四
年
公
布
第
七
十
二
号
布
告
第
二
条
二
照
シ
軽
禁
鋼
一
年
ヲ
併
科
ス

ル
モ
ノ
也

　
於
大
審
院
検
事
澄
川
拙
三
立
会
宣
告
ス

明
治
十
七
年
一
月
廿
九
日

裁
判
長

　
専
任

書　　半唖　半唖　半U　半唖　半巳

記事事事事事

名園兵石土岡
越田頭井師内
勝　正忠経重
治弘驚恭典俊

後
註
　
門
野
事
件
当
時
の
新
聞
紙
条
例
（
明
治
八
年
六
月
二
十
八
日
・
太
政
官
布
告

　第一一

一
号
）
第
二
一
一
条
は
、
そ
の
後
、
あ
た
ら
し
い
新
聞
紙
条
例
（
明
治
十
六

　
年
四
月
十
六
日
・
太
政
官
布
告
第
一
二
号
）
第
三
七
条
に
修
正
さ
れ
て
い
る
の
で
、

　
新
旧
二
法
を
対
照
、
軽
い
方
の
前
者
が
適
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
本
稿
・
下
山
田

　
正
道
事
件
の
後
註
・
本
誌
第
四
四
巻
八
号
・
八
一
頁
参
照
）
。
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